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第２ 組織・人員 

 

１ 機構及び事務分掌 

（令和７年４月１日現在） 

環境局 

① 廃棄物の処理及び清掃に関する事項 

② 環境保全に関する事項 

③ その他環境衛生に関する事項 

 

    環境総務課                     総務企画係 

                              環境活動推進係 

                    

① 環境に関する総合的施策の企画及び調整に関すること。 

② 一般廃棄物の処理に係る施策の企画及び調整に関すること。 

③ 一般廃棄物の処理計画に関すること。 

④ 環境保全の企画及び連絡調整に関すること。 

⑤ 環境美化に関すること 

 

    ゼロカーボンシティ推進課              温暖化対策係 

                              資源循環係 

 

① 地球温暖化対策に関すること。 

② 一般廃棄物（し尿を除く。）の減量及び資源化に関すること。 

 

    環境指導課                    廃棄物指導係 

                             環境対策係 

 

適正処理対策室    適正指導係 

監視パトロール係 

 

① 廃棄物（し尿を除く。）の処理業等に係る許可及び指導監督に関すること。 

② 廃棄物処理施設の許可に関すること。 

③ 公害対策に関すること。 

④ 廃棄物（し尿を除く。）の適正処理に関すること。 

⑤ 廃棄物の不法投棄防止対策に関すること。 

 

 

    環境業務課                     管理係 

                              戸別第一係 

                              戸別第二係 

                              ステーション係 

衛生センター係 

 

① 家庭系一般廃棄物（し尿を除く。）の収集及び運搬並びにこれらに係る指導に関する

こと 
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② 一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥）の処理に関すること。 

③ 衛生センターの管理に関すること。 

④ 一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥）の処理施設の整備に関すること。 

⑤ 一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥）の処理業に係る許可及び指導監督に関すること。 

 

    環境施設対策課                   事業係 

 

① 一般廃棄物（し尿を除く。）の処理施設及び関連施設の整備に関すること。 

② 一般廃棄物（し尿を除く。）の処理施設（南部クリーンセンター、西部クリーンセン 

ター及び陶最終処分場を除く。）の管理に関すること。 

③ 公衆便所の管理に関すること。 

 

南部クリーンセンター                管理係 

                              業務係 

 

① 一般廃棄物（し尿を除く）の処理に関すること。 

② 南部クリーンセンター（展示啓発施設を含む。）の管理に関すること。 

 

    西部クリーンセンター                庶務係 

                              管理係 

                              搬入処理係 

                              業務第一～四係 

                              陶最終処分場 

 

① 一般廃棄物（し尿を除く。）の処理に関すること。 

② 西部クリーンセンターの管理に関すること。 

③ 陶最終処分場の管理に関すること。 
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２ 人員配置状況 

                                                              (令和７年４月１日現在) 

※ 会計年度任用職員は含まない。  

1 1

1 2 3

総 務 企 画 係 1 1 1 3

環 境 活 動 推 進係 1 1 2

1 2 3

温 暖 化 対 策 係 1 2 1 4

資 源 循 環 係 1 3 4

1 2 3

廃 棄 物 指 導 係 1 1 1 1 1 5

環 境 対 策 係 1 1 1 3 6

1 1 2

適 正 指 導 係 1 4 1 8 14

監視パトロール係 1 1 2 4

1 1 2 2 6

管 理 係 1 1 2 4

戸 別 第 一 係 1 3 17 21

戸 別 第 二 係 1 2 16 19

ス テ ー シ ョ ン係 1 1 3 5

衛 生 セ ン タ ー係 1 1 2

1 1 2

事 業 係 1 2 1 3 7

1 2 3

管 理 係 1 1 2

業 務 係 1 1 2

1 3 4

庶 務 係 1 1 1 3

管 理 係 1 1 1 3 6

搬 入 処 理 係 1 3 8 12

業 務 第 一 ～ 四係 4 3 3 10 20

陶 最 終 処 分 場 1 2 2 5

177

西部クリーンセンター

南部クリーンセンター

環 境 施 設 対 策 課
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３ 附属機関  

 ⑴ 廃棄物減量等推進審議会  

高松市廃棄物減量等推進審議会は、一般廃棄物の適正な処理、減量、再生利

用の促進等について審議するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

45 年法律第 137 号）第５条の７の規定に基づく高松市廃棄物の適正処理及び

再生利用の促進に関する条例（平成５年条例第 16 号）第 17 条の規定により、

平成６年２月に設置された。 

 ⑵ 産業廃棄物審議会  

高松市産業廃棄物審議会は、産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争が生じ、

市長があっせんの依頼を受け、生活環境の保全のため必要と認めるときのあっ

せんを行う場合及び産業廃棄物処理施設の設置許可をする場合に専門的知識

を有する者として調査審議するため、高松市産業廃棄物処理施設の設置に係る

紛争の予防及び調整に関する条例（平成 10 年条例第 46 号）第８条の規定に

基づき、平成 11 年５月１日に設置された。 


